
 

 

青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
職
員
の
人
事
評
価
実
施
規
程 

 

（
平
成
二
十
八
年
三
月
十
六
日
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
規
程
第
一
号
） 

 

改
正 

平
成
二
九
年
三
月
二
八
日
規
程
第
一
号  

 

（
総
則
） 

第
一
条 

青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
職
員
（
以
下
「
職
員
」
と
い
う
。）
の
人
事
評
価
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百

六
十
一
号
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
実
施
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
規
程
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

人
事
評
価 

能
力
評
価
及
び
業
績
評
価
を
、
人
事
評
価
記
録
書
を
用
い
て
行
う
こ
と
を
い
う
。 

二 

能
力
評
価 

評
価
項
目
ご
と
に
定
め
る
着
眼
点
に
基
づ
き
、
職
務
遂
行
の
過
程
に
お
い
て
発
揮
さ
れ
た
職
員
の
能
力
を
客
観
的
に
評
価
す
る

こ
と
を
い
う
。 

三 

業
績
評
価 

職
員
が
あ
ら
か
じ
め
設
定
し
た
業
務
目
標
の
達
成
度
そ
の
他
設
定
目
標
以
外
の
取
組
に
よ
り
、
そ
の
業
務
上
の
業
績
を
客
観
的

に
評
価
す
る
こ
と
を
い
う
。 

四 

人
事
評
価
記
録
書 

人
事
評
価
の
対
象
と
な
る
期
間
（
以
下
「
評
価
期
間
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
職
員
の
勤
務
成
績
を
示
す
も
の
と
し
て

職
位
及
び
職
種
に
応
じ
て
定
め
る
、
第
一
号
様
式
か
ら
第
五
号
様
式
ま
で
を
い
う
。 

（
被
評
価
者
の
範
囲
） 

第
三
条 

本
規
程
に
よ
る
人
事
評
価
の
対
象
と
な
る
職
員
（
以
下
「
被
評
価
者
」
と
い
う
。
）
は
、
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
一
般
職

の
職
員
と
す
る
。 

（
評
価
者
、
確
認
者
） 



 

 

第
四
条 

人
事
評
価
の
評
価
者
及
び
確
認
者
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。 

（
評
価
者
研
修
の
実
施
） 

第
五
条 

総
務
課
長
は
、
評
価
者
に
対
し
て
、
評
価
能
力
の
向
上
の
た
め
に
必
要
な
研
修
を
適
宜
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
人
事
評
価
の
期
間
） 

第
六
条 

評
価
期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
評
価
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

能
力
評
価 
毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

二 

業
績
評
価 
毎
年
四
月
一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で
及
び
十
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

（
人
事
評
価
に
お
け
る
評
語
の
付
与
等
） 

第
七
条 

能
力
評
価
に
当
た
っ
て
は
評
価
項
目
ご
と
に
、
業
績
評
価
に
当
た
っ
て
は
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
目
標
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
評
価
の

結
果
を
表
示
す
る
記
号
（
以
下
「
個
別
評
語
」
と
い
う
。
）
を
付
す
ほ
か
、
当
該
能
力
評
価
又
は
当
該
業
績
評
価
の
結
果
を
そ
れ
ぞ
れ
総
括
的
に

表
示
す
る
記
号
（
以
下
「
全
体
評
語
」
と
い
う
。
）
を
付
す
も
の
と
す
る
。 

２ 

個
別
評
語
及
び
全
体
評
語
は
、
五
段
階
と
す
る
。 

３ 

個
別
評
語
及
び
全
体
評
語
を
付
す
場
合
に
お
い
て
、
能
力
評
価
に
あ
っ
て
は
第
二
条
第
二
号
の
発
揮
し
た
能
力
の
程
度
が
、
業
績
評
価
に
あ
っ

て
は
同
条
第
三
号
の
目
標
を
達
成
し
た
程
度
が
、
そ
れ
ぞ
れ
通
常
の
も
の
と
認
め
る
と
き
は
、
中
位
の
段
階
を
付
す
も
の
と
す
る
。 

４ 

能
力
評
価
及
び
業
績
評
価
に
当
た
っ
て
は
、
個
別
評
語
及
び
全
体
評
語
を
付
し
た
理
由
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
す
る
よ
う
に
努

め
る
も
の
と
す
る
。 

５ 

非
常
勤
職
員
に
あ
っ
て
は
、
第
一
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。 

（
業
務
目
標
の
設
定
） 

第
八
条 

評
価
者
は
、
業
績
評
価
の
評
価
期
間
の
開
始
に
際
し
、
被
評
価
者
と
面
談
を
行
い
、
業
務
に
関
す
る
目
標
を
定
め
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法

に
よ
り
当
該
被
評
価
者
が
当
該
評
価
期
間
に
お
い
て
果
た
す
べ
き
役
割
を
確
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
自
己
申
告
） 

第
九
条 

評
価
者
は
、
人
事
評
価
を
行
う
に
際
し
、
そ
の
参
考
と
す
る
た
め
、
被
評
価
者
に
対
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
人
事
評
価
に
係
る
評
価
期



 

 

間
に
お
い
て
当
該
被
評
価
者
の
発
揮
し
た
能
力
及
び
挙
げ
た
業
績
に
関
す
る
被
評
価
者
の
自
ら
の
認
識
そ
の
他
評
価
者
に
よ
る
評
価
の
参
考
と
な

る
べ
き
事
項
に
つ
い
て
、
申
告
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。 

（
評
価
の
実
施
、
面
談
、
結
果
の
開
示
） 

 

第
十
条 
評
価
者
は
、
被
評
価
者
に
つ
い
て
、
個
別
評
語
及
び
評
価
者
と
し
て
の
全
体
評
語
を
付
す
こ
と
に
よ
り
評
価
（
次
項
に
規
定
す
る
再
評
価

を
含
む
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

確
認
者
は
、
評
価
者
に
よ
る
評
価
に
つ
い
て
、
不
均
衡
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
審
査
を
行
い
、
適
当
で
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は

評
価
者
に
再
評
価
を
行
わ
せ
た
上
で
、
能
力
評
価
及
び
業
績
評
価
が
適
当
で
あ
る
旨
の
確
認
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

３ 

非
常
勤
職
員
に
あ
っ
て
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
関
わ
ら
ず
、
人
事
評
価
記
録
書
（
非
常
勤
職
員
）
（
様
式
第
五
号
）
に
よ
り
人
事
評

価
を
行
う
も
の
と
す
る
。  

４ 

評
価
者
は
、
第
二
項
の
確
認
又
は
前
項
の
評
価
を
行
っ
た
後
に
、
被
評
価
者
の
能
力
評
価
及
び
業
績
評
価
の
結
果
を
、
当
該
被
評
価
者
に
開
示

す
る
も
の
と
す
る
。 

５ 

評
価
者
は
、
前
項
の
開
示
が
行
わ
れ
た
後
に
、
被
評
価
者
と
面
談
を
行
い
、
能
力
評
価
及
び
業
績
評
価
の
結
果
及
び
そ
の
根
拠
と
な
る
事
実
に

基
づ
き
指
導
及
び
助
言
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
職
員
の
異
動
又
は
併
任
へ
の
対
応
） 

第
十
一
条 

人
事
評
価
の
実
施
に
際
し
、
職
員
が
異
動
し
た
場
合
又
は
職
員
が
併
任
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
評
価
の
引
継
そ
の
他
適
切
な
措
置
を
講

じ
る
こ
と
に
よ
り
対
応
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
人
事
評
価
記
録
書
の
保
管
） 

第
十
二
条 

人
事
評
価
記
録
書
は
、
第
十
条
第
二
項
の
確
認
を
実
施
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
間
総
務
課
に
お
い
て
保
管
す
る
も
の
と
す

る
。 

（
人
事
評
価
の
結
果
の
活
用
） 

第
十
三
条 

人
事
評
価
の
結
果
は
、
被
評
価
者
の
任
用
、
給
与
、
分
限
そ
の
他
の
人
事
管
理
の
基
礎
と
し
て
活
用
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

評
価
者
は
、
人
事
評
価
の
結
果
を
職
員
の
人
材
育
成
に
積
極
的
に
活
用
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 



 

 

（
苦
情
へ
の
対
応
） 

第
十
四
条 

第
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
開
示
さ
れ
た
能
力
評
価
及
び
業
績
評
価
の
結
果
に
関
す
る
職
員
の
苦
情
へ
対
応
す
る
た
め
、
苦
情
相

談
及
び
苦
情
処
理
の
手
続
き
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

苦
情
相
談
は
、
職
員
の
申
出
に
基
づ
き
、
総
務
課
長
が
対
応
す
る
。 

３ 

苦
情
処
理
は
、
書
面
に
よ
る
申
告
に
基
づ
き
、
事
務
局
長
が
行
う
。 

４ 

開
示
さ
れ
た
評
価
結
果
に
関
す
る
苦
情
処
理
は
、
当
該
評
価
の
評
価
期
間
に
つ
き
、
一
回
に
限
り
受
け
付
け
る
も
の
と
す
る
。 

５ 

苦
情
処
理
の
申
出
は
、
能
力
評
価
及
び
業
績
評
価
の
結
果
が
開
示
さ
れ
た
日
若
し
く
は
第
二
項
の
苦
情
相
談
に
か
か
る
結
果
の
教
示
を
受
け
た

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
週
間
以
内
に
限
り
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。 

６ 

広
域
連
合
長
は
、
職
員
が
苦
情
の
申
出
を
し
た
こ
と
を
理
由
に
、
当
該
職
員
に
対
し
て
不
利
益
な
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

７ 

苦
情
相
談
又
は
苦
情
処
理
に
関
わ
っ
た
職
員
は
、
苦
情
の
申
出
の
あ
っ
た
事
実
及
び
当
該
内
容
そ
の
他
苦
情
相
談
又
は
苦
情
処
理
に
関
し
職
務

上
知
る
こ
と
が
で
き
た
秘
密
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
委
任
）
え 

第
十
五
条 

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
人
事
評
価
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
広
域
連
合
長
が
別
に
定
め
る
。 

附 

則 

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

別
表
第
一
（
第
四
条
関
係
） 

 
 

 
 

 

非
常
勤
職
員 

事
務
局
長 

課 
 

長 

副
参
事
・
主
幹
・
主
査
・
レ
セ
プ
ト
点
検
専
門
官 

主
事 

被
評
価
者 

課 
 

長 

広
域
連
合
長 

事
務
局
長 

課 
 

長 

課 
 

長 評
価
者 

事
務
局
長 

広
域
連
合
長 

広
域
連
合
長 

事
務
局
長 

事
務
局
長 確

認
者 




















